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司法行政文書不開示通知書

平成31年3月25日付け（同月26日受付，最高裁秘書第1662号）で申出

のありました司法行政文書の開示について，下記のとおり開示しないこととしまし

たので通知します。

記

1 開示しないこととした司法行政文書の名称等

裁判官が職務を開始する際の宣誓の手続について定めた文書（裁判所職員の服

務の宣誓に関する規程（昭和24年10月3日最高裁判所規程第21号）と同趣

旨の文書）

2 開示しないこととした理由

－－－－－壬の英書はﾃｰ作成又は取得し当てLいない。 一 一
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